
その他
指導料 １時間に付き １，０００円 但し、１７時以降は１時間に付き１，０００円をプラス

２業種以上の場合 １業種ごとにつき １，０００円

予約時間内に終了しない場合 ３０分毎  ５００円

決算書作成済み 2，0００円 ６５万円特別控除の適用者、消費税申告者を除く

決算書作成してない 2，0００円～ 内容により金額応相談

医療費控除の明細書未作成 １，０００円

総合譲渡がある場合 １，０００円

株式譲渡が係る場合

内訳書作成済み ２，０００円

内訳書未作成 ３，０００円

退職所得で還付がある場合

住宅控除のある場合 ２，０００円 初年度の場合

簡易課税 １，０００円

一般課税(特例利用者) ２，０００円

一般課税 ３，０００円

申告書２通目以降の場合 １，０００円 申告後、ご自身の間違いにより訂正申告提出の場合

源泉徴収票作成 １人につき    １，０００円～ 内容により金額応相談

元帳印刷 １，０００円+１０円/枚

２，０００円

土地建物の譲渡が係る場合

決算書手書き    40分枠

(前年度手書きの方のみ)

消費税申告

２，０００円


